
令和９年度予算への要望書 

 

団体名 一般社団法人 川崎市商店街連合会 

 

役所の担当部局名 経済労働局観光・地域活力推進部 

件名 商店街支援補助金の支援内容強化について 

〇印を付けてください 新規  継続 

要望内容 

川崎市の商店街振興に係る主な補助金として、街路灯（LED のみ）設置や、防犯

カメラの整備関係として共同施設補助金、イベントなどの支援として商店街ソフト

事業支援補助金などがあります。 

これら商店街支援策は近隣自治体と比較しても支援項目、補助率において劣って

います。以下代表的補助金の事例を抜粋すると 

【街路灯設置補助】 

（川崎市）対象：新設（LED） 補助率：５０％ 

（東京都）対象：点検・撤去 補助率：９０％     

（大田区）対象：新設・増設・建替 補助率：５０％  

【安全安心設備：防犯カメラ】 

（川崎市）対象：新設・交換・修理 補助率：７５％（７，８年度、通常５０％） 

（大田区）対象：新設・補修 補助率：約９０％ 

【イベント補助】 

（川崎市）対象：商店街、商業者団体、地区連合会 補助率：1/5 

（横須賀市）対象：商店街振興組合等、商業者団体 補助率：1/3 

（東京都）対象：主催：商店街、連合会、商工会議所 補助率：1/3 

（神奈川県）対象：商店街振興組合等、商業者団体 補助率 1/3 

補助率は、低ければ低いほど持ち出し資金が増えるため、イベント実施に二の足

を踏む状況になります。昨年度防犯カメラの補助率が時限的に上がり、申請数が例

年より増えているとの情報もあるのは、まさに持ち出しが少ないからです。また、

東京都については、市町村など基礎自治体と都の両方から補助が認められており、

川崎市でも神奈川県のメニューと連動した申請ができるよう制度を見直してして

いただけるようお願いしたい。 

 

双方申請可能 


